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１ 基本的な考え方 

  本県に甚大な被害をもたらした平成 28 年熊本地震（以下「熊本地震」という。）からの

復旧・復興に向け、これまで着実に歩みを進めてきた。 

そのような中、新型コロナウイルス感染症（以下「感染症」という。）の感染拡大や令

和２年７月豪雨による災害（以下「豪雨災害」という。）の発生と、トリプルパンチに見

舞われている。 

本年度は、数次にわたり補正予算を編成し、感染症の拡大防止や地域経済・県民生活の

回復、豪雨災害からの復旧・復興に必要な事業を速やかに実施するなどスピード感を持っ

て対応しており、今後も取組みを継続していく必要がある。 

一方で、これらに対応してきた結果、財政調整用４基金は９月補正予算編成後にゼロと

なり、令和３年度の大まかな収支見通しにおいては、60 億円の財源不足が見込まれてい

る。また、感染症の収束も見通しづらく、県経済への影響も不透明な状況にあり、大幅な

税収減も懸念される。 

今後、熊本地震関連の県債償還が本格化する中、通常県債残高を同水準で維持させると

の方針を堅持し、来年度以降も安定した財政運営のもとで、「熊本地震、感染症、豪雨災

害」の３つの重要な課題に的確に対応していくためには、真に必要な事業への選択と集中

を行い、これまで以上に将来負担を考慮した取組みを進めていく必要がある。 

  このような状況を受け、令和３年度予算は、次の点を踏まえた編成とする。 

 

 (1) 熊本地震からの創造的復興に加え、感染症への対応及び豪雨災害からの復旧・復興

を最優先とする。 

(2) そのような状況下においても、県として取り組む必要がある事業については、事業

の必要性や緊急性等を精査しながら、予算を編成する。 

(3) 令和３年度の大まかな収支見通しに加え、感染症の影響により更なる税収減が懸念

されることなどを踏まえ、一般行政経費や投資的経費にシーリングを設定のうえ、歳

入歳出の見直しを徹底し、将来負担を意識した予算を編成する。 

 

２ 主な予算要求基準 

(1) 優先枠を設け、「熊本地震」、「感染症」、「豪雨災害」関連事業及び「その他喫緊の

課題として取り組む必要がある事業（今後策定される県政運営の基本方針に沿って実

施することを想定している事業）」については、真に必要なものに限り、所要見込額

を要求できるものとする。 

 

(2) (1)に該当しない一般行政経費については、令和２年度当初予算等の一般財源等の

80％以内の額を限度として要求できるものとする。ただし、施設の基礎的な運営経費

や民間団体への補助金など県民生活・事業者の活動に支障を及ぼす可能性がある事

業については、必要な事業費を確保できるよう配慮する。 

 

 (3) (1)に該当しない投資的経費については、補助事業は令和２年度当初予算等の90％

以内、単独事業は80％以内（維持系（既存施設の維持修繕等）は100％以内）の額を

限度として要求できるものとする。 



[参考]令和３年度予算要求基準（主なもの） 

 

（１）義務的経費 

① 人 件 費 

所要見込額 ② 扶 助 費 

③ 公 債 費 

 

 （２）一般行政経費 

① 一般行政経費 

（(4)①～④以外） 
令和２年度当初予算等の一般財源等の80％以内の額 

② 税交付金等・ 

法定負担金 
所要見込額 

③ 防災・減災・国土強靱

化関連事業 
国の制度が判明した後、所要見込額 

 

 （３）投資的経費 

① 補助事業 

（(4)①～④以外） 
令和２年度当初予算等の90％以内の額 

② 単独事業 

（(4)①～④以外） 

（維持系）令和２年度当初予算等の範囲内の額 

（維持系以外）令和２年度当初予算等の80％以内の額 

③ 国直轄事業負担金 

所要見込額 

④ 災害復旧事業 

⑤ 防災・減災・国土強靱

化関連事業 
国の制度が判明した後、所要見込額 

 

（４）優先枠（一般行政経費、投資的経費 共通） 

① 熊本地震関連事業 

所要見込額 

② 感染症関連事業 

③  豪雨災害関連事業 

④ ①～③を最優先とする

中においても喫緊の課

題として取り組む必要

がある事業 

    ※令和２年度当初予算等とは、令和２年６月及び９月補正で肉付け予算として計

上した額に、６月又は９月補正予算で編成予定であった事業（財政課と協議が

整っていた事業に限る）の予算を加えた額とする。 


